
次世代を担う子どもの健全な育成を図る観点から、妊産婦と子どもという二つ   

の世代に着目して、母子の保健■医療一福祉分野の多様な行政的課題に対応す   

るため総合的な課題設定が行われている。具体的には、小児慢性疾患分野、周   

産期医療分野、生殖医療分野及びこれに関連する生命倫理分野、母子保健・児   

童福祉分野を成育医療の研究分野として総合的に捉えた課題設定が行われ、社   

会的課題や新たなニーズに対応する政策提言型の基盤研究が実施されてきてい   

る。総合周産期母子医療センターにおける医療の質の評価手法の開発等の研究   

成果があり、成果は、臨床現場に還元されるとともに、母子保健・児童福祉施   

策の基礎資料として活用されており、少子化社会対策基本法に基づく大綱「子   

ども・子育てビジョン」が目指すべき社会の一つである「妊娠・出産・子育て  

の希望が実現できる社会」の実現に寄与しており、子ども■子育て支援施策の  

推進にとっても極めて重要な研究である。本研究事業は、どちらかといえば社   

会医学的な研究に総合的に取り組んでおり、課題間の連携が不十分などとの指   

摘があり、今後は戦略性をもって成育疾患対策の強化・充実を図っていく必要   

がある。  

（7）第3次対がん総合戦略研究事業  

がんによる死亡者数が34万人を超え、がんは国民の死亡の最大の原因であり、  

国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている。このため、平成19年4   

月1日に施行されたがん対策基本法のもと、同年6月に閣議決定されたがん対   

策推進基本計画では「がんによる死亡者の減少」及び「全てのがん患者及びそ  

の家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の向上」を全体目標に、「がん研究」を   

はじめ、「がん医療」、「医療機関の整備等」、「がん医療に関する相談支援及び情   

報共有」、「がん登録」、「がん予防」、「がんの早期発見」という分野別施策を、  
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総合的かつ計画的に実施しているところである。  

がん研究に関しては、昭和59年度から開始された「対がん10ケ年総合戦略」、   

平成6年度から開始された「がん克服新10ケ年戟略」、平成16年度に開始され   

た「第3次対がん10カ年総合戦略」に示された研究戦略のもと、「第3次対が   

ん総合戦略研究事業」として、「第3次対がん総合戦略研究」及び「がん臨床研   

究」等を推進してきたところである。  

本研究事業においては、がんの本態解明の研究とその成果を幅広く応用する   

トランスレーショナル・リサーチ、革新的ながんの予防・診断一治療等に係る   

技術の開発、がん医療における標準的治療法の確立を目的とした多施設共同臨   

床研究、新しい放射線療法や分子標的療法などの革新的な治療法及び有用な早   

期診断技術についての研究開発等の他、行政的一社会的な研究として、緩和ケ   

ア等の療養生活の質の維持向上に関する研究、がんの実態把握とがん情報の発   

信に関する研究、長期的な療養の状況の把握も含む患者のQOL（生活の質）の向   

上に資する研究等の臨床的に重要性の高い研究、がん医療の均てん化や患者の   

視点に立ったがん医療の在り方に対する研究等、がん対策に対して必要性・重   

要性の高い研究を推進し、着実な成果を上げている。   

今後、第3次対がん10カ年総合戦略の次なる研東戦略も視野に入れ、戦略的   

に研究を展開していくことが重要である。  

（8）生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業   

生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業は、「循環器疾患等生活習慣病対策  

総合研究領域」、「腎疾患対策研究領域」、「免疫アレルギー疾患等予防・治療研  

究領域」、「難治性疾患克服研究領域」から構成されている。   

それぞれの研究領域の内容は次のとおりである。  
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く8－1）循環器疾患等生活習慣病対策総合研究  

循環器等の生活習慣病に対する対策は我が国の重要な課題であり、健康日本   

21や、平成20年度より施行された医療制度改革においても重要な柱となってい   

る。これら施策を的確に推進するためには、日本における質の高いデータに立   

脚した科学的根拠を更に着実に蓄積していく必要がある。本事業においては、   

循環器疾患等の生活習慣病について、予防から診断、治療まで、疫学研究や介   

入研究等を行うことにより、体系的なデータを得ている。特に、近年患者数が   

急増している糖尿病については、大規模な介入研究を行っており、糖尿病の予   

防から合併症重症化抑制に関わる体系的なデータが得られている。また、健康  

づくりという観点からは、特定保健指導等の成功事例等について検討し、成功  

要因を明らかにする等、広く国民の健康づくりに係わる施策の基盤となる研究   

を行っている。このように本事業は、生活習慣病対策において必要な、多くの   

成果を上げており、厚生労働行政に活用されている。  

（8－2）腎疾患対策研究  

我が国の慢性腎臓病（CKD）患者は年々増加傾向にあり、腎疾患の発症・進展   

予防対策を強化することは喫緊の課題となっている。腎機能異常を早期に発見   

し、治療を行うことにより、腎疾患の進行を阻止することが可能であることか   

ら、厚生労働省において、慢性腎不全による人工透析導入への進行を阻止する   

ための取組等について検討を行い、「今後の腎疾患対策のあり方について（腎疾   

患対策検討会 平成20年3月）」報告書をとりまとめた。  

腎疾患対策研究事業については、本報告書の提言を踏まえて厚生労働行政の   

目的に沿った研究課題を設定し、平成21年度からCKDの病態解明や、レセプト  
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データを用いたCKDに関する医療費推計など社会医学的な研究を実施している   

ところであり、初年度の研究として一定の成果があり、本事業の研究成果によ   

って、我が国のCKD対策の推進に寄与するものと期待される。  

（8－3）免疫アレルギ→疾患等予防■治療研究  

アレルギー性疾患は国民の約30％が罷患し、また罷患患者は小児から高齢者   

まで年齢層が幅広く、患者のQOLの損失は極めて大きい。免疫アレルギー疾   

患予防・治療研究事業は、このような国民病である免疫アレルギー疾患を適切   

に管理する方法の開発・普及を当面達成すべき目標とし、喘息やアトピー性皮   

膚炎、花粉症、食物アレルギー、関節リウマチ等の重症化予防のための自己管   

理方法や生活環境整備に関する研究を拡充して推進してきた。  

例えば、アレルギー性疾患の診療ガイドラインの作成と普及等への取組みに   

より、喘息の死亡者数の減少に寄与し、また、生物学的製剤の投与によりリウ   

マチの寛解導入が期待できることが明らかになる等、医療の質の向上と国民の   

健康指標の向上にもつながっている。  

さらに、先端技術を駆使した抗原認言哉等、免疫システム・発症機序解明の基   

盤研究により得られた知見に基づき、より実践的な早期診断・治療、予防法の   

開発に資する研究等を推進し、得られた成果を臨床の現場に反映させ、より適   

切な医療提供が実現されることを目指している。  

移植医療分野では、ドナー及びレシピエントの症例登録と追跡制度の確立に   

向け、登録システムの試験運用を開始するなどの成果があり、良質かつ安定的   

な移植医療を提供するための社会的基盤の構築に資する研究等を今後も推進す   

る必要がある。  
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（8－4）難治性疾患克服研究  

難病は予後不良で極めて長期にわたり患者のQOLを低下させ、患者や家族の   

生活を大きく損なうものである。  

平成21年度は、難治性疾患克服研究において130の希少難治性疾患について   

研究を実施した。各疾患について、診断基準の確立、治療指針の標準化、原因   

の究明、治療法の開発を行ったほか、疾患横断的な疫学・社会医学的研究等に   

も取り組んだ。研究の実施にあたっては、予後やQOLの向上につながるよう、   

臨床への応用を重視するとともに、各疾患の主要な研究者を広範な地域に網羅   

した研究体制を構築して、標準的な治療の普及と均てん化を進めた。更に、130   

疾患以外の原因不明の希少難治性疾患で、未だ実態が明らかでない疾患につい   

て、疾患概念の確立を目指す研究等を行う「研究奨励分野」を創設し、新たに   

177疾患を対象に研究を推進し、希少難治性疾患の患者数など疫学情報の把握や  

疾患概念の検討を行い、一部の疾患については新たな治療法の可能性について   

も明らかにしたところである。  

これらの研究を推進することにより、引き続き原因解明と新たな診断・治療  

方法の開発を進めて行くとともに、研究成果を地域における保健医療福祉の充   

実・QOLの向上を目指した医療・福祉施策の推進などに活用することによって、  

研究成果の行政施策への反映と社会還元も期待される。  

（9）感染症対策総合研究事業   

感染症対策総合研究事業は、「エイズ対策研究領域」、「肝炎等克服緊急対策研  

究領域」、「新型インフル工ンザ等新興・再興感染症研究領域」から構成されて  

いる。   

それぞれの研究領域の内容は次のとおりである。  
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（9－1）エイズ対策研究  

わが国における新規HIV感染者は増加傾向にあり、その感染経路と、して男性同   

性愛者による性的接触が約70％を占める。エイズ予防指針にも示されているが、   

男性同性愛者等の個別施策層に対する感染予防対策は引き続き、重要な課題で   

ある。また、近年HIV感染症・エイズは、多剤併用療法の導入により、「コント   

ロール可能な一般的な病」へと疾患概念が変化しつつあるが、薬剤耐性ウイル   

スの出現、エイズ関連リンパ腫や肝障害等の合併症や副作用の出現等、新たな   

課題への対策が求められている。  

効果的な予防ワクチンや根治的な治療法が開発されていない現状において、   

本研究領域では、臨床医学、基礎医学、社会医学の観点から、エイズ対策を総   

合的に推進するとともに、HIV訴訟の和解を踏まえた血友病研究の推進や、エイ   

ズ医療体制の確立等に資する研究を行っており、着実な成果を上げている。  

今後も、人権に配慮しつつ予防と医療の両面において研究の推進が期待され   

ている。  

（9－2）肝炎等克服緊急対策研究  

B型・C型肝炎ウイルスの持続感染者は300～370万人と推計され、国内最大   

級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変、肝がんといった重篤な病態に進   

行する。また、我が国の肝がんによる死亡者数の約9割がB型・C型肝炎ウイル   

ス起因と報告され、平成20年6月に、国内の肝炎研究専門家による肝炎治療戦   

略会議の中で、肝炎研究の今後の方向性やその実現に向けた対策についての「肝   

炎研究7カ年戦略」が取りまとめられた。さらに、平成22年1月に、肝炎克服   

に向けた対策を総合的に推進することを目的とし、肝炎対策の推進に係る国の  
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責務等を規定する肝炎対策基本法（平成21年法律第97号）が施行された。同  

法において、国は、肝炎の治療法等に係る研究促進のため、必要な施策を講じ   

ることとされているところである。  

このような観点から、肝炎ウイルスの持続感染機構の解明や肝疾患における   

病態の進展予防及び新規治療法の開発等を行う本研究事業は、国民の健康の安   

心・安全の実現のために重要である。  

疫学研究では、輸血副作用に関連したサーベイランスシステムの構築・情報   

ネットワークの基盤の確立が行われ、基礎研究では、複数の新たなHCV侵入阻   

害機構の解明が進み、臨床研究では、治療効果に影響する宿主側及びウイルス   

側因子の同定が進み、ペグインターフェロン及びリバピリン併用療法のより精   

度の高い治療効果予測が期待され、テーラーメイド治療のための条件が着々と   

そろってきている。  

今後とも限られた研究費の中で、肝炎治療実績の大幅な改善につながる成果   

の獲得を目指し、緊急的に実施すべき課題と継続的に実施すべき課題のバラン   

スを考慮して、研究課題及び研究規模の設定を行うことが重要である。  

（9－3）新型インフルエンザ等新興■再興感染症研究  

新型インフル工ンザ等新興・再興感染症研究事業は、新型インフルエンザを   

はじめとした多岐にわたる新興・再興感染症を対象としているが、対策の実施   

に必要とされる行政的なニーズに基づいた優先度が高い研究課題について適切   

かつ確実な実施を図っている。  

平成21年度は、新型インフル工ンザ（A／H川1）の発生をうけ、その対策の基   

礎となる研究の推進を図ったところであるが、その結果、「インフル工ンザ脳症   

ガイドライン改訂版」の策定やワクチンの接種回数及び学級閉鎖に関する科学  
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的な根拠の提供など、今般の我が国の新型インフル工ンザ対策に直接資する研   

究成果が得られた。また、麻疹根絶への取り組みは、これまで本研究事業の成   

果が大きく貢献しており、現在も麻疹排除の達成のための効果的な対策を行う   

ための科学的な根拠を提供し患者の減少に貢献するなど、感染症対策の再構築   

に関する部分lこおいても多くの成果をあげている。  

一方、①研究対象となる感染症の種類、②臨床分野（基礎から応用、自然科   

学科から社会医学まで）、③短期的・長期的に必要とされる行政的ニーズなどは   

幅広く多岐にわたっており、年度途中に緊急で対応するべき課題が生じること   

もあり、今後とも、限られた研究事業の中で、緊急的に実施すべき課題と継続   

的に実施すべき課題の両者のバランスを十分に考慮して、適切な研究課題及び   

その研究規模の設定を行うことが必要である。  

（10）こころの健康科学研究   

近年、社会的関心の高いこころの健康問題は、精神疾患、発達障害や自殺と   

いった領域に加え、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経分野に亘る   

広範な領域と関連しており、基礎研究から臨床研究に亘る総合的な研究成果を   

国民の安心・安全のために還元していくことが期待されている。こうした背景   

を踏まえ、精神分野と神経・筋疾患分野が連携を図り、社会的に要請の高い様々   

な課題に対して質の高い研究成果を出していくことを目標としている。  

精神分野では、依然として入院患者の多い統合失調症やストレス社会の中で   

増加しているうつ病に加え、社会的関心と需要の大きい犯罪被害者や災害被災   

者に対するこころのケアの問題、ひきこもり等の児童思春期の精神保健の問題、   

自閉症やアスペルガー症候群等の広汎性発達障害等、克服すべき疾患と課題が   

山積している。さらに、平成17年度から「自殺対策のための戦略研究」を開始  
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した自殺問題、平成17年に施行された心神喪失者等医療観察法など、近年拡大   

しつつある行政的な課題に直接的に対応した研究も多く、例えば、認知行動療   

法の実施マニュアルの作成などの成果があり、本研究事業は施策推進の根拠を   

示すための重要な役割を担っている。  

神経・筋疾患分野においては、脳の役割という観点から、神経・筋疾患の病   

態解明から予防法や治療法の開発まで、多くの成果があげられており、例えば   

筋ジストロフィーでは新たな治療法の開発を進めるなど今後の研究の発展が期   

待される。また、論文、特許等についても多くの成果が上がっており研究費が   

有効的に活用されているといえる。  

今後、国民の健康に占める「こころの健康問題」の重要性が更に高まってく   

ることは間違いなく、今後とも、こころの問題、神経・筋疾患の多くの課題に   

対し、心理・社会学的方法、分子生物学的手法、画像診断技術等を活用し、病   

因・病態の解明、効果的な予防■診断■治療法等の研究・開発を推進していく   

ことが重要である。  
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＜Ⅳ．健康安全確保総合研究分野＞   

健康安全確保総合研究分野は、「地域医療基盤開発推進研究事業」、「労働安全   

衛生総合研究事業」、「食品医薬品等リスク分析研究事業」、「健康安全・危機管   

理対策総合研究事業」から構成されている。  

表6「健康安全確保稔合研究分野」の概要  

（11）地域医療基盤開発堆進研究事業   

本研究事業においては、豊かで安心できる国民生活を実現するために、生命・   

健康のセーフティーネット確保に関する研究、地域密着型医療の促進に関する   

研究、根拠に基づく医療に関する研究、医療現場の安全確保のための研究、地   

域医療で活躍が期待される人材の育成■確保に関する研究等を実施している。  

本研究事業においては、医療制度の改革に向けた医療機能・医療連携体制・   

目標となる評価指標、チーム医療の推進等の基礎資料となることが期待される   

成果が得られており、また、医療分野における情報システムの基盤整備や遠隔   

医療技術等の開発に向けた研究の推進により、医療安全・質の向上、効率化に   

繋がると考えられる。  

今後、医療を取り巻く環境が、少子高齢化の進展や医療ニーズの多様化・高  
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度化により大きく変化していく中で、新たな医学・医療技術や情報通信技術を   

活用し、効率的な医療提供体制の構築と良質な医療の提供を実現するため、引   

き続き研究を推進する必要がある。  

（12）労働安全衛生総合研究事業   

労働災害は長期的には減少してきているが、今なお死亡者数は1，000人を超  

え、被災者数は約54万人にも上っている状況にある。このような中、国民的課  

題の一つである労働者の安全と健康の確保を図るため、本研究事業は、労働安  

全衛生行政における施策の具体的検討に資する基礎資料の収集、分析、また、  

現場における労働災害防止対策の実施に活用可能な技術等の開発を担うもので  

ある。   

平成21年度の研究においては、転倒事故が社会問題化している基礎工事用大  

型建設機械の不安定化メカニズムの解明、労働者の熱中症予防対策としての暑  

熱ストレス別■作業強度別必要水分補給量の予測表の作成、粉じんばく露防止  

対策としてのリアルタイムの濃度把握手法の開発など、行政施策の推進に必要  

とされる重要な成果をあげている。   

引き続き、行政課題に対応した科学的知見の集積を計画的に推進する必要が  

ある。  

（13）食品医薬品等リスク分析研究事業   

食品医薬品等リスク分析研究事業は、「食品の安心一安全確保推進研究領域」、  

「医薬品一医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究領域」、「化学物質リ  

スク研究領域」から構成されている。   

それぞれの研究領域の内容は次のとおりである。  
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（13－1）食品の安心■安全確保推進研究  

食品の安心・安全確保は、第3期科学技術基本計画に位置づけられているほ   

か、偽装表示や輸入食品の安全性の問題など、国民の関心が極めて高い。食品   

安全行政は平成15年以来、科学に基づく行政に特に重点を置いているが、その   

中で厚生労働省はリスク管理機関と位置づけられており、本研究も食料供給行   

程（フードチェーン）におけるリスク分析に基づく安全確保に資する根拠作成■   

収集のために推進してきているところである。  

食品に関する研究は、微生物や化学物質など分野が幅広く、また、遺伝子組   

換え技術など新たな課題への対応が必要であり、絶えず最新の科学的知見を得   

るための研究が必要である。平成21年度においては、BSE対策、モダンバイオ   

テクノロジー、アレルギーなどの国民の関心の高い研究に加え、食品中のウイ   

ルス制御や食品添加物の安全性など、国民生活に影響の大きい研究を推進し、   

添加物の新たな安全性試験法の開発等の成果があった。また、リスクコミュニ   

ケーションに関する研究も行い、情報提供ツールの開発など、国民が食品安全   

に関する情報の理解を深めるための研究を行った。  

引き続き国際的な研究動向・基準等の作成状況を踏まえ、食品の安全確保の   

根拠となる研究を、様々な角度から推進していく必要がある。  

（13－2）医薬串・医療機器等レギュラトリーサイエンス抱合研究   

本研究事業は、薬事法や麻薬及び向精神薬取締法等め規制の対象となってい   

る医薬品、医療機器等の安全性、有効性及び品質の評価、市販後安全対策、血   

液製剤・ワクチンの安全性・品質向上、及び乱用薬物への対策等を政策として   

実行するため、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠をもって必要な規制   

を整備するための研究を行うものであるノ。  
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平成21年度においては、再生医療技術の安全性・有効性等を確保するため、   

これまでの知見も踏まえ、今後実用化が予想されるヒト体性幹細胞加工医薬品   

などに係る指針案の中間報告を作成した。また、迅速かつ適切な承認審査業務   

の推進のため、最新の知見をもとに、経口糖尿病薬、抗うつ薬、診断用放射性   

医薬品について、実効性ある臨床評価ガイドラインを作成した。  

今後、臨床研究や橋渡し研究の推進にあわせて、レギュラトリーサイエンス   

の考え方に基づく研究の推進と、その成果の承認審査への応用を強化すること   

や、薬害肝炎事件の教訓を踏まえ、医薬品等の市販後安全対策総合戦略に関す   

る研究の充実を図るとともに、血液製剤・ワクチンの安全性・品質向上対策等   

の観点から研究を進めることにより、医薬行政全般にわたる取組の強化に取り   

組んでいく必要がある。  

（13－3）化学物井リスク研究  

化学物質リスク研究事業は、化学物質を利用する上でヒト健康への影響を最   

小限に抑える目的で行う種々の行政施策の科学的基盤となる事業であり、その   

成果は化審法など化学物質を安全に使用するための法規制等に活用するほか、   

食品、医薬品、消費者行政など他の行政分野、また新たな知見の発信や新たな   

ガイドラインの提案などの国際貢献にも活用される。  

本研究事業では、ナノマテリアルの体内動態に関する知見集積や毒性評価の   

ための試験手法開発、動物試験削減にも資する新規試験法ガイドライン化のた   

めの検証などの成果がある。このほか有害性評価手法の迅速化・高度化に関す   

る研究、胎児や子どもなど化学物質に対して脆弱と考えられる集団に特有な有   

害性発現メカニズムの解明や健康影響についての調査研究などを通じ、既存の   

化学物質や新規素材の有害性評価推進に寄与するとともに、化学物質の有害性  
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に関する新たな懸念に対する科学的解明の役割も期待されている。  

日々の国民生活に利用される化学物質の有用性を踏まえ、今後もこれらを安   

全に利用するために必要なt」スク管理を国際協調にも留意しつつ継続的に進め、   

国民生活の安全確保を図る必要がある。  

（14）健康安全・危機管理対策絵合研究事業   

本事業では、安全・安心な国早生活を確保するための研究を実施している。   

国民生活の維持に必須の水安全対策に関しては、水道水質に関する多面的な   

研究により得られた知見を水道水質基準の逐次見直し等に反映させたほか、水   

道水の配水過程における水質の変化や浄水処理システムの要件の明示、気候変   

動による水質等への影響に関する知見が得られた。生活環境安全対策に関して   

は、公衆浴場等における浴槽水のレジオネラ属菌の検査方法等の衛生管理手法   

の開発、シックハウス症候群の実態調査（要因分析）及び診断基準の妥当性の   

検証と改善点の整理、地下街における環境衛生の現状と課題、建築物の用途別   

の維持管理の必要性等を明らかにした。さらに、健康危機管理としての初動期   

医療の提供に閲し、NBCテロ発生に対する医療体制及び広域災害医療体制の改善   

について検討した。また、NBCテロ対策については、テロ発生時の被害想定や世   

界的な健康危機管理の観点からのテロ標準対応手段の検討を行った。改正国際   

保健規則への対応体制構築のため、日本における今後の方向性について提言し   

た。加えて、健康危機発生時の多職種間の連携のためのE－ラーニング教材作成、   

情報システムによるサーベイランスの構築等を行った。  

以上、本事業は健康危機発生時の対応及び平時の体制整備に関する研究を実   

施しており、国民の健康を確保するために極めて有用である。  
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2）終了課題の成果の評価   

原著論文等による発表状況  

今回個別の研究成果の数値が得られた583課題について、原著論文として   

総計15，848件（英文12，646件、和文3，202件）、その他の論文   

総計7，512件（英文1，040件、和文6，472件）、口頭発表等総計   

25，213件が得られている。表7に研究事業ごとの総計を示す。  

厚生労働省をはじめとする行政施策の形成t推進に貢献する基礎資料や、治   

療ガイドライン、施策の方向性を示す報告書、都道府県への通知、医療機関へ   

のガイドライン等、施策の形成等に反映された件数及び予定反映件数を集計し   

たところ265件であった。   

課題ごとの平均を示したものが表8である。原著論文27．2件、その他論   

文12，9件、口頭発表43．2件であった。  

なお、本集計は平成22年6月16日時点の報告数を基礎資料としたもので   

あるが、研究の終了直後であり論文等の数については今後増える可能性が高い   

こと、分野ごとに論文となる内容に大きな違いがあること、さらに研究課題ご   

とに研究班の規模等に差異があることなども考慮する必要がある。  
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表7 研究事業ごとの成果集計表  

その  
原著  学会  

論文  
他の  

発表   
その他の成果  

論文  
集計  

課題  
特許の  

研究事業名  普及・  

数  
出願及  

啓発活  
合計  合計  合計    び取得  

状況（件  

数）   

行政施策研究分野   

行政政策   23   594  125   870   5   5   58   

厚生労働科学特別研究   17   15   59   53   0   2   17   

厚生科学基盤研究分野   

先端的基盤開発   46  1788  308  3296   126   4   50   

臨床応用基盤   30   574  357   653   15   7   66   

疾病・障害対策研究分野   

長寿・障害総合   40   629  320  1245   41   22   96   

子ども家庭総合   5   337  208   492   18  1027   

第3次対がん総合戟略   55  2594  1721  4162   78   13   179   

生活習慣病・難治性疾患  
176  4466  2464  6503   107   27   531   

克服総合  

感染症対策総合   40  2388  517  3662   37   45   101   

こころの健康科学   20   561  541   859   5   13   303   

健康安全確保総合研究分野   

地域医療基盤開発推進   40 245   124   438   3   10   33   

労働安全衛生総合   4   2   5   

食品医薬品等リスク分析   68  1354  635  2500   30   62   297   

健康安全・危機管理対策  
19   293  119   432   35   29   

総合  

合計   583  15，848  7，512  25，213   450   265  2，792   

注：集計課題数は、平成22年6月16日時点において成果が登録された課題数のことを指す。  
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表8 研究事業ごとの1課題あたり成果平均  

普及・  

その  
集計  

施策へ  

他の  
学会  

特許  
啓発活  

研究事業名  課題  
論文  

発表  の反映     動（件  

数   
（件数）  

数）  

平均  平均  平均  平均   平均   平均   

行政施策研究分野   

行政政策   23  25．8   5．4  37．8   0．2   0．2   2．5   

厚生労働科学特別研究   17   0．9   3．5   3．1   0．0   0．1   1．0   

厚生科学基盤研究分野   

先端的基盤開発   46  38．9   6．7  71．7   2．7   0．1   1．1   

臨床応用基盤   30  19．1  11．9  21，8   0．5   0．2   2．2   

疾病・障害対策研究分野   

長寿・障害総合   40  15．7   8．0  31．1   1．0   0．6   2、4   

子ども家庭総合   5  67．4  41．6  98．4   0．2   3．6  205．4   

第3次対がん総合戦略   55  47．2  31．3  75．7   1．4   0．2   3．3   

生活習慣病・難治性疾患  
176  25．4  14．0  36．9   0．6   0．2   3、0   

克服総合  

感染症対策総合   40  59．7  12．9  91．6   0．9   1．1   2、5   

こころの健康科学   20  28．1  27．1  43．0   0．3   0．7   15．2 

健康安全確保総合研究分野   

地域医療基盤開発推進   40   6．1   3．1  11．0   0．1   0．3   0、6   

労働安全衛生総合   4   2．5   3．5  12．0   0．3   0．5   1．3   

食品医薬品等リスク分析   68  19．9   9．3  36．8   0．4   0．9   4．4   

健康安全・危機管理対策  
19   7．0   3．0  10．6   0．0   0．9   0．8   

総合  

合計   583  27．2  12．9  43．2   0．8   0．5   4．8   

注：集計課題数は、平成22年6月16日時点において成果が登録された課題数のことを指す。  
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5．おわりに   
平成21年度の厚生労働科学研究費補助金の成果を評価した結果、研究事業  

の成果は適宜、学術誌に掲載されるなどされており、終7課題に関する集計で  

は15，000件以上の原著論文がある等、学術的な成果が示されており、施  

策への反映について、終了課題に関する集計では265件あり、行政課題の解  

決に資する成果を挙げている研究事業があるものと評価できる。   

公募研究課題については、行政的に必要な研究課題が公募され、新規分と継  

続分合わせて応募課題数の52．9％（1，548／2，924）が採択・実  

施されており、必要性、緊急性が高く、予算的にも効率的な研究課題が採択さ  

れ、研究が実施されていると考えられる。研究の成果を踏まえた研究事業■課  

題の見直しも行われており、効率性は高いものと考えられる。   

評価方法についても適宜整備されており、各評価委員会の評価委員が各分野  

の最新の知見に照らして評価を行い、その結果に基づいて研究費が配分されて  

おり、また、中間評価では、当初の計画どおり研究が進行しているか否か到達  

度評価を実施し、必要な場合は研究計画の変更・中止が決定されるため、効率  

性、妥当性は高いと考えられる。   

いずれの事業においても、行政部局との連携の下に研究が実施されており、  

政策の形成、推進の観点からも有効性はあると考えられるが、国民の健康・福  

祉の向上に一層資する研究がなされるよう、今後とも研究成果の的確な評価及  

び評価結果を踏まえた研究の推進を図る必要があると考えられる。また、研究  

成果の報告をWEB上で一般に公開するシステムが構築されているが、研究成果  

が活用されるよう成果の発表会の拡充等の取り組みも今後の課題と考えられる。   

厚生労働科学研究費の性格上、．学術的な成果と施策の形成への反映等の行政  

的な貢献の二つの観点からの評価が必要である点に十分留意する必要があるが、  

今後は、行政施策に反映できる成果に事後評価の重点を置くべきであり、そう  

いった観点から、評価についての検討を今後も進める必要がある。  
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